
社会福祉法人童夢福祉会　童夢認定こども園　1号認定児

※口座引落しです。（琉球銀行・沖縄銀行のみ）

※口座引落日を各月1回（15日）設けてます。（土日・祝日の場合は翌営業日）

1号認定児とは？

対象者

保育料

実費

毎月15日口座振替 　園児1人ずつ、毎月の明細書の発行がございます。 　　　　　

○給食費 月額 5,000 円

○土曜日給食費 １日 250 円 ※前月に土曜日に登園した場合のみ

○一時預かり保育料 半日 400 円 利用時間

　　一般保育の時間後、土曜日等の （～18：00まで預かり可能） 　　・一般保育を行う時間帯 　　・土曜保育、長期（春・夏・秋・冬休み）の休み

　　預かり保育の利用料として 　　　　8：15～14：00(半日) 　　　　8：15～13：00（半日）

　　いただきます。 １日 800 円 　　　　8：15～18：00（１日）

（～18：00まで預かり可能） 400円 400円 400円

○保護者会費 月額 　 会費は4月に行われる保護者総会にて決定されます。

○延長保育料 日額 300 円 （1時間18：00～19：00） ※前月に18時以降の降園になり延長保育となった場合

○口座振替手数料 園児1人あたり 33 円 (銀行の規定に基づき金額の変更あり）

○その他 （カラー帽子、氏名印代、プールワッペン代、畑体験代　等）

○プール指導料（希望児のみ） 月額 3,500 円

       ご不明な点がございましたら、直接お問い合わせ下さ い。

実費徴収(預かり保育料・給食費・雑費）について

　　　　　童夢認定こども園
　　 那覇市繁多川2-15-1
　　 　 TEL:098-832-2525

1号認定児は従来の「幼稚園」に該当する子どもたちを指します。「満3歳以上の小学校就学前の子ども」で、認定こども園や新制度に移行する幼稚園で「1日4時
間前後、幼児教育を受ける子ども」のことです。ただし、土曜保育、長期（春・夏・秋・冬）の休みの保育の場合は半日保育（下記参照）料金が発生します。
14：00（13：00）以降の利用の場合、一時預かり保育料（下記参照）が発生いたします。

　　令和1年10月より無償化

保育に必要な事由（保護者の就労、妊娠、出産、疾病、障害など）に該当しない児童。一日4時間程度の幼児教育を受けられます。

14：00 18：00 13：00 18：00登園 登園


